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災害時要配慮者支援の制度と都の取組

•令和３年の災害対策基本法改正について

法改正の背景・改正概要

新しい避難情報について

個別避難計画の作成義務化について

•都の災害時要配慮者対策の取組について

災害時要援護者対策に係る指針の改訂について

災害時要配慮者支援体制の整備（地域福祉推進区市町村包括補助事業）



内閣府「避難行
動要支援者の避
難行動支援に関
する取組方針」
より抜粋



内閣府「避難行
動要支援者の避
難行動支援に関
する取組方針令
和３年5月改定」
より抜粋



内閣府災害対策
基本法改正概要
資料を加工して
作成



内閣府作成
新たな避難情報に関する
ポスター・チラシ



個別避難計画作成の努力義務化

 本人の同意が得られない場合を除き、区市町村は避難行動要支援者につ
いて個別避難計画を作成するよう努めなければならない。

 避難支援等の実施に必要な限度で、計画に記載された情報を目的以外の
目的のために内部で利用することができることとする。

【(参考）個別避難計画の主な記載項目】

避難行動要支援者の情報、避難支援等実施者の情報

避難施設その他の避難場所、避難経路等に関する情報

（１）個別避難計画作成経費に対する交付税措置

福祉専門職の参画に対する報酬や事務経費など一人あたり７千円程度を
要するものと想定し、令和３年度より市町村における個別避難計画の作成
経費について、新たに地方交付税措置を講ずる。

（２）個別避難計画作成モデル事業

 自治体における効果的・効率的作成手法を構築するため、作成経費を支
援するモデル事業を実施する。

 都内では、江戸川区がケアマネ、相談支援専門員を活用して、個別避難
計画の作成を進める内容で申請し、採択されている。

 都も今年度開催予定の区市町村担当者向け研修で、江戸川区の事例を
紹介し、取組の横展開を進める予定。

災害対策基本法の改正について－個別避難計画作成努力義務化

 今回の法改正では、過去の災害で高齢者や障害者が被害を受けていることを踏まえ、避難行動要支援者（高齢者、障害者等）ごとに避難支援を行う者や避難先
等の情報を記載した個別避難計画の作成が区市町村の努力義務とされた。

 法改正に合わせ、個別避難計画の策定経費が交付税措置され、福祉専門職を活用し、個別避難計画作成を進めるモデル事業が実施される予定である。

 都は、研修会等を通じて適切に情報提供し、区市町村の取組を支援する。

１．概要

２．改正内容 ３．国の取組（令和３年度）

避難行動要支援者の個別避難計画の作成事務を担う区市町村担当者等を対象に研修を実施し、個別避難計画策定を支援。

個別避難計画を活用した訓練の実施などに対し、区市町村包括補助事業を活用し、実施主体の区市町村を支援。

「災害時要援護者への災害対策推進のための指針（区市町村向け）」を改定する。

４．都の取組（令和３年度）

市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難
行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実
施するための計画（以下「個別避難計画」という。）を作成するよう努めなけ
ればならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行
動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。

第49条の14



 災害時要配慮者対策の取組主体は、住民に身近な自治体である区市町村 都は広域的な観点から区市町村の取組を支援する役割

 都はこれまで、区市町村への支援策として、指針２種の作成及び配布を行い、区市町村の災害時要配慮者対策を促進

 今般、災害対策基本法と都地域防災計画の修正を踏まえ、区市町村向け指針を改訂する必要性が生じた。

災害時要配慮者対策に係る指針の改訂について

○包括補助事業による区市町村への財政支援
○区市町村の防災担当者、福祉保健担当者向け研修の実施
○災害福祉広域支援ネットワークの構築・運用

【参考】都が実施しているその他の取組

指針改訂の背景

改訂の概要

• 避難行動要支援者名簿作成の義務化

• 個別避難計画作成の努力義務化

• 水害等で発令される避難情報の変更

• 福祉避難所の運用方法変更

• 社会福祉施設等の災害対策強化 etc・・・

災害対策基本法改正や、東京都地域防災計画修
正のうち、災害時要配慮者対策に関する事項

• 「在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」、「避難所管
理運営の指針」の改訂

• 災害福祉広域支援ネットワークの構築 etc・・・

前回の改訂以降に都が行った取組

１ 災害時要配慮者への災害対策推進のための指針
⇒区市町村が災害時要配慮者対策を実施する際の参考資料

２ 災害時要配慮者防災行動マニュアル作成のための指針
⇒区市町村が作成する災害時要配慮者向けマニュアルのひな形

災害時要配慮者対策に係る指針

【改訂のポイント】

• 要配慮者の避難支援等の取組として、避難行動要支援
者名簿・個別避難計画作成に関して記載

• 今年度変更された水害等に関する避難情報について、
要配慮者への対応と合わせて記載

• 福祉避難所の従来の二次避難所としての運用だけでなく、
直接避難も含めた運用について記載

• 社会福祉施設等での災害対策の取組について、都の構
築した災害福祉広域支援ネットワークと合わせて記載

○災害時における要援護者の移送に関する協定の締結
○在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針の策定
○職能団体との福祉職員等派遣に関する協定の締結



○ 東京都高齢者保健福祉計画（第８期・令和３～５年度）

「区市町村に対し、地域での避難支援体制の整備に必要な経費の一部を補助し
ます。」

○ 東京都障害者・障害児施策推進計画（令和３～５年度）

「区市町村においては、日頃の備え、発災後の応急対策、生活の再建といった各
段階に応じた対策を準備し、要配慮者支援体制を強化することが求められてい
ます。」

○ 第二期東京都地域福祉推進計画（令和３～８年度）
「区市町村が実施する、要配慮者に関する情報の共有化、関係機関との連携、
避難行動要支援者一人ひとりの個別避難計画策定などの避難支援体制の整備
や、避難所、福祉避難所、在宅における要配慮者の生活を支援する体制の整備
を支援します。」

災害時要配慮者支援体制の整備（地域福祉推進区市町村包括補助事業）

 「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針（内閣府防災・平

成25年8月）」等には、発災直後の避難行動支援だけではなく、避難所、福祉

避難所、在宅における生活を継続的に支援する必要が示されており、体制整

備が求められている。

 これについて、各区市町村において取組みを進めているものの、平成30年7

月豪雨では死者の多くが高齢者等の要配慮者であり、避難行動要支援者の

避難支援について関係機関と十分協議できていない実態等が事後検証の中

で課題として挙がっている。

 また、令和3年5月の災害対策基本法改正による区市町村における個別避難

計画作成等の努力義務化や、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する

取組指針」の改訂を受け、従前の取組み以上に要配慮者対策の推進が求め

られている。

要配慮者対策の必要性

≪総務省消防庁調査（令和2年10月1日時点）≫
○避難行動要支援者名簿作成：61自治体が名簿整備、1自治体が整備中
○個別避難計画作成：名簿作成済61自治体のうち全部作成済又は一部作成済
は42自治体

区市町村の要配慮者対策の現状

都の各種計画での位置づけ

①避難支援体制の整備事業

要配慮者、特に、避難行動要支援者の避難体制整備に当たり、改正災害対策
基本法により義務付けされた範囲を超え、関係機関の連携や名簿情報の共有化
を推進する事業について、経費補助を行う。

（採択例）
・自治会、民生委員会等の避難支援等関係者との連携体制の構築（会議経費）
・避難行動要支援者名簿、個別計画を活用した防災訓練の実施に係る経費

②避難生活支援体制の整備事業

避難所、福祉避難所、在宅における要配慮者の生活を支援する体制を整備す
る事業について、経費補助を行う。
（採択例）
・福祉避難所の開設、運営訓練に係る経費
・要配慮者及び避難支援等関係者を対象とした研修等に係る経費
・避難所、福祉避難所運営マニュアルの作成

【補助基準額】
２，０００千円／年 （補助率 １／２）

補助事業の概要

〇避難行動要支援者名簿の活用等の防災活動を積極的に行うマンション管理組
合等に対し、説明会やアドバイザー派遣を実施し、避難行動要支援者に対する災
害時の支援体制づくりを推進

〇福祉避難所の協定を結んでいる施設と図上訓練・実動訓練を実施

〇災害時要配慮者を対象としたマイ・タイムライン講習会の実施

〇災害発生時において、区の災対福祉部が行うべき業務、組織体制、タイムライ
ン等を整理し、「災対福祉部マニュアル」を整備

令和2年度の補助事例


